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人
権
週
間
中
の
行
事
は
次
の
と

お
り
で
す
。
特
設
人
権
相
談
所
は
、

人
権
擁
護
委
員
が
ご
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘

密
は
固
く
守
り
ま
す
。
人
権
に
関

す
る
問
題
で
お
困
り
の
方
は
、
ど

う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
特
設
人
権
相
談
所
】

●
日
時　
12
月
８
日
（
火
）

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
場
所　

　
蔵
王
町
ご
ざ
い
ん
ホ
ー
ル

●
内
容　

　

�

差
別
を
受
け
た
、
暴
行
・
虐
待

を
受
け
た
、
セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ

ハ
ラ
を
受
け
た
、
い
じ
め
・
体

罰
を
受
け
た
、
名
誉
毀
損
・
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
受
け
た
な

ど
。

【
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
in
フ
ォ
ル
テ
】

●
日
時　
12
月
５
日
（
土
）

　
午
前
12
時
～
午
後
３
時

●
場
所　
大
河
原
フ
ォ
ル
テ

●
内
容　

　

�

人
権
作
文
入
賞
者
表
彰
式
及
び

入
賞
作
品
発
表
、
ス
テ
ー
ジ
発

表
、
人
権
イ
ラ
ス
ト
・
ポ
ス

タ
ー
展
（
12
月
15
日
ま
で
展

示
）
紙
芝
居
じ
ゃ
ん
け
ん
大
会
、

仙
南
２
市
７
町
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ

大
集
合
な
ど
。

　
作
文
試
験
・
面
接
試
験

・
試
験
場
所　
同
院
大
会
議
室

●
採
用
予
定
日

　
平
成
28
年
４
月
１
日

●
受
験
手
続
き

　

�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
募
集
要
項
に

記
載
し
て
い
る
提
出
書
類
を
、

期
間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
な
い
方
は
、

ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
郵
送
い

た
し
ま
す
。

　
※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

●
申
込
締
切

　
12
月
18
日
（
金
）
必
着

●
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　
公
立
刈
田
綜
合
病
院
総
務
課

　
☎
０
２
２
４
（
２
５
）
２
１
４
５

　
（
内
線
２
４
０
６
）

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

�http://w
w
w
.katta-hosp.

shiroishi.m
iyagi.jp

　
平
成
27
年
分
の
確
定
申
告
期
間

に
非
常
勤
職
員
を
新
規
に
募
集
い

た
し
ま
す
。

●
仕
事
内
容　

　

�

確
定
申
告
書
の
書
類
整
理
、
Ｐ

Ｃ
入
力
、
確
定
申
告
会
場
で
の

Ｐ
Ｃ
操
作
補
助　
な
ど

●
採
用
期
間

　
平
成
28
年
１
月
～

　
平
成
28
年
３
月

●
時
給　
８
２
０
円

　
（
ほ
か
交
通
費
支
給
あ
り
）

　

詳
し
く
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
ご
不

明
な
点
は
次
の
連
絡
先
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
応
募
者
多
数
の
場
合
は

締
め
切
ら
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
大
河
原
税
務
署
総
務
課　
千
葉

　
☎
０
２
２
４
（
５
２
）
２
２
０
２

�　

�

（
受
付
平
日
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
ま
で
）

　
冬
季
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
感

染
性
胃
腸
炎
が
流
行
し
ま
す
。

　
感
染
防
止
の
た
め
、
小
さ
い
お

子
様
や
、
発
熱
、
嘔
吐
な
ど
の
症

状
が
あ
る
方
の
面
会
は
ご
遠
慮
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
受
診
さ
れ
る
と

き
に
咳
な
ど
の
症
状
の
あ
る
方
は
、

マ
ス
ク
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
流
行

状
況
に
よ
り
、
症
状
の
な
い
方

で
も
面
会
制
限
や
、
面
会
時
の

マ
ス
ク
着
用
を
お
願
い
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
公
立
刈
田
綜
合
病
院　

　
感
染
管
理
室

　
☎
０
２
２
４
（
２
５
）
２
１
４
５

　
国
際
連
合
は
、
昭
和
23
年
第
３

回
総
会
で
世
界
人
権
宣
言
が
採
択

さ
れ
た
の
を
記
念
し
、
昭
和
25
年

第
５
回
総
会
に
お
い
て
、
世
界
人

権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
12
月
10
日

を
人
権
デ
ー
と
定
め
る
と
と
も
に
、

す
べ
て
の
加
盟
国
に
こ
れ
を
記
念

す
る
行
事
を
実
施
す
る
よ
う
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。
法
務
省
と
全
国

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
世
界

人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
翌
年
の

昭
和
24
年
か
ら
毎
年
12
月
10
日
の

人
権
デ
ー
を
最
終
日
と
す
る
一
週

間
を
人
権
週
間
と
定
め
、
人
権
尊

重
思
想
の
普
及
高
揚
の
た
め
の
啓

発
活
動
を
全
国
的
に
展
開
し
て
い

ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
仙
台
法
務
局
大
河
原
支
局

　
☎
０
２
２
４
（
５
２
）
６
０
５
３

　
個
々
の
労
働
者
と
事
業
主
と
の

間
の
ト
ラ
ブ
ル
（
個
別
労
働
関
係

紛
争
）
が
増
え
て
い
ま
す
。
宮
城

労
働
局
で
は
、
個
別
労
働
関
係
紛

争
を
未
然
に
防
止
し
、
ま
た
、
紛

争
の
迅
速
な
解
決
を
促
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
次
の
３
つ
の

制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

・�

総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
に
お

け
る
情
報
提
供
・
相
談

・�

都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
助

言
・
指
導

・�

紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る
あ
っ

せ
ん

　
い
ず
れ
の
制
度
も
無
料
で
労
使

い
ず
れ
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

労
働
問
題
で
お
困
り
の
場
合
は
、

次
の
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ

・�

宮
城
労
働
局
総
合
労
働
相
談

コ
ー
ナ
ー
（
宮
城
労
働
局
総
務

部
企
画
室
内
）

　
☎
０
２
２
（
２
９
９
）
８
８
３
４

・�

大
河
原
総
合
労
働
相
談
コ
ー

ナ
ー
（
大
河
原
労
働
基
準
監
督

署
内
）

　
☎
０
２
２
４
（
５
３
）
２
１
５
４

　
平
成
27
年
12
月
の
広
報
テ
ー
マ

は
、
「
家
庭
裁
判
所
調
査
官
―
家

族
・
人
・
社
会
の
架
け
橋
―
」
で

す
。

　
詳
し
く
は
、
最
高
裁
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�

（h
ttp
://w

w
w
.co
u
rts.

go.jp/

）

●
お
問
い
合
わ
せ

・�

仙
台
地
方
裁
判
所
事
務
局
総
務

課
広
報
係

　
☎
０
２
２
（
２
２
２
）
６
１
１
５

・�

仙
台
家
庭
裁
判
所
事
務
局
総
務

課
庶
務
係

　
☎
０
２
２
（
７
４
５
）
６
２
０
３

　
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害

問
題
に
関
す
る
国
民
の
認
識
を
深

め
る
と
と
も
に
、
国
際
社
会
と
連

携
し
つ
つ
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る

人
権
侵
害
問
題
の
実
態
を
解
明

し
、
及
び
そ
の
抑
止
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
平
成
18
年
６
月
、

「
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局

に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処

に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、

国
民
の
間
に
広
く
拉
致
問
題
そ
の

他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害

問
題
に
つ
い
て
関
心
と
認
識
を
深

め
る
た
め
、
毎
年
12
月
10
日
か
ら

同
月
16
日
ま
で
の
１
週
間
を
「
北

朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」

と
し
て
、
啓
発
活
動
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　

�

仙
台
法
務
局
大
河
原
支
局

　
総
務
課

　
☎
０
２
２
４
（
５
２
）
６
０
５
３

Information

七ヶ宿町広報誌
2015.11入稿
2015.12掲載

お知らせ Information

公
立
刈
田
綜
合
病
院
よ
り

お
願
い

第
67
回
人
権
週
間

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題

に
対
す
る
認
識
を
深
め
よ
う

裁
判
所
か
ら

確
定
申
告
期
間
の

非
常
勤
職
員
募
集

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を
労
働
局
が

お
手
伝
い
し
ま
す
！


